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訪問介護重要事項説明書 

 令和 7年 7月 1日現在 

 

１ さんさんヘルパーステーションが提供するサービスについての相談窓口 

   電話 ０８５２－５２－７５７５ 

   担当  サービス提供責任者 谷口 

※ ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

２ 事業の目的と運営の方針 

（１）事業の目的 

   この規程は、株式会社さんさんケアソリューションが開設するさんさんヘルパーステーション

（以下「事業所」という。）が行う指定訪問介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確

保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定

訪問介護を提供することを目的とします。 

（２）事業の運営の方針 

   ①  事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めるものとします。 

② 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとします。 

③ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町、居宅介護支援事業者、地

域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉

サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとしま

す。 

 

３ 事業所の概要 

（１）事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名  さんさんヘルパーステーション 

所在地    松江市東出雲町揖屋１１９６番地 

電話番号 ０８５２－５２－７５７５ 

介護保険指定番号  ３２７０１０４５６９号 

サービスを提供する地域  松江市東出雲町 

 

（２） 営業日、営業時間 

営業日 日曜日～土曜日 

営業時間  ８：３０～１７：３０ 

 

（３） 事業所の職員体制 

 資格 勤務 

管理者 

介護福祉士 １名 常勤兼務 

１ 従業者及び業務の管理を一元的に行います。 

２ 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行いま

す。 
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サービス提供責任者 

介護福祉士 １名 常勤専従 

１ 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 

２ 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利

用者へ訪問介護計画を交付します。 

３ 訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行いま

す。 

４ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 

５ サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を

図ります。 

６ 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとと

もに、利用者の状況についての情報を伝達します。 

訪問介護員 

介護福祉士あるいは実務者研修修了者あるい

は介護職員初任者研修課程修了者 
常勤換算で２．５名以上 

１ 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサ

ービスを提供します。 

２ サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術

の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

３ サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任

者に報告を行います。 

４ サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けま

す。 

 

（４） サービス提供の時間帯 

 

 

早朝 

6：30～8：00 

通常時間帯 

8：00～17：30 

平日・土 ○ ○ 

日・祝日 ○ ○ 

※ 時間帯により料金が異なります。 

 

４ サービス内容 

（１） 身体介護 

 

 食事介助  入浴介助 

 清拭  更衣介助 

排泄介助  体位変換 

 身体整容  服薬介助 

 移動・移乗介助  起床・就寝介助 

 自立生活支援のための見守り的援助  その他の必要な身体の介護 

 

 （２） 生活援助 

      

 買い物  洗濯 

 掃除  その他必要な家事 
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 （３）訪問介護員の禁止行為  

    訪問介護員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

    ①  医療行為 

    ②  利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

    ③  利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

    ④ 直接本人の援助に該当しない行為。主として家族の利便に供する行為又は家族が行うこと

が適当であると判断される行為（利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物等） 

    ⑤ 利用者の日常生活の援助に該当しない行為。 

      ・訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為（草む

しり等） 

      ・日常的に行われる家事の範囲を超える行為（大掃除等） 

    ⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

    ⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

    ⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

５ 秘密の保持と個人情報の保護について 

   事業所の従業員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者及び身元引受人

若しくはその家族に関する個人情報の利用目的を別紙のとおり定め、適切に取り扱います。また正

当な理由なく第三者に漏らしません。これは、利用者との契約終了後や従業者でなくなった後に

おいても同様とします。 

 

６ 利用料金 

  （１）訪問介護利用料 

原則として以下料金表の示す額が利用者の負担額となります。負担割合は介護保険

負担割合証に記載された利用者負担割合によります。  

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

〔料金表―基本料金・通常時間〕 

身体

介護 

区分 20分未満 

 

20分 

～30分未満 

30分 

～1時間未満 

1時間以上～ 

1時間30分未満 

以降30分増す

ごとに追加 

1割負担の

場合 

１６３円 ２４４円 ３８７円 ５６７円 ８２円 

2割負担の

場合 

３２６円 ４８８円 ７７４円 １１３４円 １６４円 

3割負担の

場合 

４８９円 ７３２円 １１６１円 １７０１円 ２４６円 

 

緊急時訪問介護加算 
1割負担の場合 １００円 

2割負担の場合 ２００円 

3割負担の場合 ３００円 
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生活

援助 

 20分以上45分未満 45分以上 

1割負担の

場合 

１７９円 ２２０円 

２割負担の

場合 

３５８円 ４４０円 

３割負担の

場合 

５３７円 ６６０円 

 

 

初回

加算 

1 割負担の

場合 

２００円（初回訪問時の月） 

２割負担の

場合 

４００円（初回訪問時の月） 

３割負担の

場合 

６００円（初回訪問時の月） 

同一建物減算 

１割負担の場合  

所定単位数の１２％減算 ２割負担の場合 

３割負担の場合 

 特定事業所加算（Ⅱ） 

１割負担の場合  

所定単位数の１０％に相当する単位数 ２割負担の場合 

３割負担の場合 

介護職員等処遇改善加

算（Ⅰ） 

１割負担の場合  

所定単位数の２４．５％に相当する単位数 

 

２割負担の場合 

３割負担の場合 

※ 基本料金に対して、早朝（午前 6時～午前 8時）・夜間（午後 6時～午後 10時）帯は 25％増し、

深夜（午後10時～午前6時）は50％増しとなります。 

※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援

専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員が居宅サービス計画にな

い指定訪問介護（身体介護）を行った場合に加算します。 

※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月

内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員が指定訪問介護を

行う際に同行訪問した場合に加算します。 

※ 同一建物減算は、事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合に減算します。 

※ 特定事業所加算は、要件を満たし、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算で

す。 

※ 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを

行う事業所に認められる加算です。なお、介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外

となります。 

※ 上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画

（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。 

※ やむを得ない事情で、且つお客様の同意を得て、サービス従業者2人で訪問した場合は2人分の料

金をいただきます。 

＊ 介護保険の適用を受けないサービスは全額自己負担となり利用単位数の１０割となります。 
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  （２）その他 

① お客様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、電気、電話等の費用はお客

様のご負担になります。  

② 通院介助などで交通機関を利用した場合、訪問介護員の交通費はお客様のご負担になります。 

③ 料金のお支払い方法 

料金のお支払い方法は、毎月月末締めとし、翌月８日までに当月分の請求書を発行いたし

ますので、１５日までにお支払いください。 

お支払い方法 

① 山陰合同銀行から口座振替（手数料無料） 

② 当社山陰合同銀行口座への振込み（手数料はご負担願います） 

④ 介護保険関係法令の改正等により料金が変更になる場合は、事前に説明をし、ご承諾いただ

きます。 

 

７ サービスの利用方法 

 （１）サービスの利用開始 

    まずはお電話などでお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。契約を結び訪

問介護計画作成し、サービスの提供を開始します。 

※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談くだ

さい。 

 （２）サービスの終了 

① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

  サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その

場合は、終了1ヶ月までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービス終了します） 

・ お客様が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕又

は要支援と認定された場合  ※ この場合、条件を変更して再度契約することができ

ます。 

・ お客様が遠隔地へ転居した場合 

・ お客様がお亡くなりになった場合 

④  その他 

・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客

様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、お客様は文書で解約

を通知することによって即座に契約を解約することができます。  

・ お客様が、サービス利用料金の支払いを 3 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが、

当事業所や当事業所の訪問介護員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行

った場合は、当事業所により文書で通知することにより、即座にサービスを終了させ

ていただく場合がございます。 
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８ サービス利用時のお願いについて 

 （１）利用中に心身の状態に異変を生じた場合には直ちに訪問介護員にお伝えください。 

（２）医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日および利用中の健康状態を訪問介護員にお伝え

いただき、心身の状況に応じたサービス提供を受けるよう留意してください。 

（３）固定の訪問介護員ご希望の場合、必ずしもご希望に添えない場合がございます。やむを得ず訪

問介護員が変更する場合もございますのでご了承下さい。 

（４）サービス期間中、当事業所の職員が同行研修する場合がございますのでご了承ください。 

（５）まれに、サービス時間が多少前後することがございますがご了承ください。 

（６）誠に恐縮ではございますが、お茶・お菓子などの心遣いはご遠慮下さい。 

 

 

９ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、家

族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

 

 

１０ 事故発生時の対応 

 （１）利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町、利用

者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

 （３）利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 （４）事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。 

 

 

１１ 高齢者虐待防止について 

 （１）事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとします。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定をします。 

②  従業者への虐待防止に関する研修を実施します。 

③  その他虐待防止のために必要な措置を講じます。 

 （２）事業者は、当該事業所の従業者又は養護者（日常的に世話をしている家族、親族、同居人

など利用者を現に養護する者）により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに、これを市町に通報します。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政

が行う調査等に協力します。 

 

 

１２ 福祉サービス第三者評価について 

   当事業所における福祉サービス第三者評価の実施はありません。 
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１３  サービス内容に関する相談・苦情について 

（１） 当事業所お客様相談・苦情窓口 

担当   管理者  田中 秀典    電話  ０８５２－５２－７５７５  

（２） その他 

当事業所以外に、市町の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

機関名 電話番号 

松江市介護保険課給付係 ０８５２―５５－５６８９ 

島根県国民健康保険団体連合会 ０８５２－２１－２８１１ 

 

１４ 当社の概要 

（１）名称          株式会社 さんさんケアソリューション 

（２）代表者役職・氏名    代表取締役 田中正彦 

（３）所在地         松江市東出雲町揖屋１１９６番地 

（４）電話番号        ０８５２－６１－３０７０ 

（５）運営する施設      さんさんヘルパーステーション 

                サービス付き高齢者向け住宅 さんさんナーシングホーム五反田 

さんさん訪問看護ステーション 
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 訪問介護の提供にあたり、契約者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

 

令和 7年 7月 1日 

 

 

   事業者  株式会社さんさんケアソリューション 

   所在地  松江市乃白町薬師寺前３番地３ 

   事業所  さんさんヘルパーステーション（指定番号  ３２７０１０４５６９） 

 

   管理者   田中 秀典 

 

   説明者   田中 秀典 

 

 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問介護について重要事項の説明を受けました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

   利用者 

 

    住 所                          

 

    氏 名                          

 

 

   署名代行者   利用者との関係：       

        

    住 所                          

 

    氏 名                          

 

 

   身元引受人   利用者との関係：       

 

    住 所                          

 

    氏 名                          


